
4月から６月は狂犬病注射月間です

犬を飼っている方の３つの義務
①お住まいの区市町村に飼い犬の登録をする。
②飼い犬に年１回の狂犬病予防注射を受けさせる。
③飼い犬に注射済票をつける。

狂犬病は現在も
世界中で発生しています

大切な愛犬を予防注射で守りましょう
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